
実施状況報告書提出時の注意事項

１．実施状況報告書の提出について

２．提出先・必要書類等について

提出先
実施状況報告書の提出先は、住所地（法人の場合にあっては当該法
人の本店の所在地）を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課です。

提出方法

提出は、地方事務所等に持参するか、郵送による方法でお願いします。
なお、郵送での提出の場合は、原則として書留等（対面で届き、かつ
受領印又は受領の際の署名を行い、かつ、「信書」を送ることができる
方式）によってください。
報告書は報告者が自ら記載することが求められますが、団体監理型
実習実施者にあっては、実習監理を受ける監理団体に内容の確認を受
けるなど必要な指導を受けてください。
なお、監理団体が実習監理する実習実施者に係る報告を取りまとめ
て提出することも差し支えありません。

記載事項

毎年4月1日から5月31日までに、直近の技能実習事業年度（4月1日に
始まり翌年3月31日に終わる技能実習に関する事業年度、今回に限っ
ては、最初の認定申請の技能実習を開始した日から本年3月31日まで）
に係る報告書を提出することとされています。
記載にあたっては、実施状況報告書末尾の（注意）によっていただくほ
か、「29年度報告用記載例」（次葉）を参照願います。

添付書類

第3号技能実習を行わせている実習実施者又は規則第16条第2項（拡
大人数枠）の規定の適用を受けている実習実施者については、優良要
件適合申告書（参考様式第1－24号）のほか、規則第15条の基準を満た
すことを明らかにする書類を添付する必要があります。
報告事項とされている行方不明者率が20％以上かつ3人以上の実習
実施者については、行方不明者の多発を防止するための実効性のある
対策を講じていることについて、理由書（様式自由）を提出することが必
要となります。

実習実施者は、毎年1回、実施状況報告書（省令様式第10号）を作成の上、管轄す
る機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりません。
様式は、機構のホームページからダウンロードできます（片面印刷でお願いします）。










